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「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度」の施行猶予について 

 

 

 

 平成２１年９月２９日厚生労働省保険局長から「出産育児一時金等の医療機

関等への直接支払制度実施に当たっての取扱いについて」（保発０９２９第５

号）において、６か月の施行猶予の通知がありました。 

つきましては、医会としては、以下のとおりの取扱いを考えております。 

 

    

１．各医療機関にお願いしたいこと 

各医療機関の実情に応じた制度の施行をお願いいたします。 

入金遅れ等でさらに資金不足が悪化し、経営に不安が生じる場合には、６

か月の猶予期間を利用して資金計画等を十分検討され、この制度がスムー

ズに実施できるようお願いいたします。 

なお、資金繰りに問題のない医療機関等におかれましては、平成２１年１

０月１日からの実施をよろしくお願いいたします。 

  

  ２．施行猶予をした医療機関等にお願いしたいこと 

 (１)  医療機関内に、当該医療機関における直接支払制度の実施について、

院内掲示等で明記してください。 

(２) 妊産婦と合意文書を交わすときにも十分に説明してください。 

(３)  妊産婦が、あくまで直接支払制度を利用し、当該医療機関において

出産を希望する場合には、これに応じるよう努めて下さい。また、妊

産婦の希望に応じることが困難な場合には、妊産婦の経済的負担が軽

減される貸付制度等の方策の説明を行うなど、妊産婦への配慮に努め

てください。 



※貸付制度には、例えば次のようなものがあります。 

１）出産融資貸付制度 

申込先 

・国民健康保険加入者：各市区町村の役所 

・勤務先健康保険加入者：各社会保険事務所又は健康保険組合 

 

２）生活福祉資金貸付制度 

    申込先 

・各都道府県社会福祉協議会 

 

３．資金の貸付について 

かねてより医会から厚生労働省に対して要望してまいりました、（独）福

祉医療機構における貸付条件（担保等）につきましては、現在、厚生労働

省保険局及び医政局で調整が行われております。貸付条件等が決定次第会

員の皆様にご連絡いたしますので、よろしくお願いいたします。 

なお、医師信用組合貸付制度等についてもご考慮くださいますようよろ

しくお願い申し上げます。 


